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平成２８年第１回川本町議会定例会会議録
（最終日） 平成２８年３月１０日 午後３時００分開議

、 、 。議 長 去る４日に開会されました 平成２８年第１回定例会も本日 最終日となりました

連日、熱心にご審議をいただき、誠にありがとうございました。

々 ただいまの出席議員数は８名であります。定足数に達しておりますので、会議は成

立しました。

々 なお、お知らせしておきますが、執行部の松井副町長がインフルエンザの為、本日

より出席停止であります。

々 それではただちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりです。

々 日程第１ 「委員長報告」を議題とします。、

予算特別委員会委員長から「委員会審査報告書」が提出されておりますので、委員

長から報告していただきます。２番石川予算特別委員会委員長。

石川予算 平成２８年３月１０日。

特別委員 川本町議会議長 植田昌平 殿。

長 予算特別委員会 委員長 石川達也。

委員会審査報告書。

本委員会は付託議案を審査した結果、下記のとおり決定したので会議規則第７６条

の規定により報告します。

記。

「議案第２１号、平成２８年度川本町一般会計予算 「原案認定 。」、 」

「議案第２２号、平成２８年度川本町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 「原」、

案認定 。」

「 、 」、「 」。議案第２３号 平成２８年度川本町国民健康保険事業特別会計予算 原案認定

「議案第２４号、平成２８年度川本町後期高齢者医療特別会計予算 「原案認定 。」、 」

「議案第２５号、平成２８年度川本町簡易水道事業特別会計予算 「原案認定 。」、 」

「議案第２６号、平成２８年度川本町農業集落排水処理事業特別会計予算 「原案」、

認定 。」

議 長 以上で、予算特別委員会委員長の報告を終わります。

々 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
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議 長 （ 質疑なし」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 お諮りします。

この際 「議案第２１号」から「議案第２６号」までを一括して討論・採決したい、

と思いますが、これにご異議はありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。

よって、そのように「決定」しました。

々 それでは 「議案第２１号」から「議案第２６号」について討論を行います。、

討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 それでは、これより採決に入ります。

この採決は「挙手」により行います。

々 「議案第２１号、平成２８年度川本町一般会計予算 「議案第２２号、平成２８年」、

度川本町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 「議案第２３号、平成２８年度川」、

本町国民健康保険事業特別会計予算 「議案第２４号、平成２８年度川本町後期高」、

齢者医療特別会計予算 「議案第２５号、平成２８年度川本町簡易水道事業特別会」、

計予算 「議案第２６号、平成２８年度川本町農業集落排水処理事業特別会計予算」」、

に対する委員長報告は、全て「原案認定」であります。

々 この委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第２１号 「議案第２２号 「議案第２３号 「議案第２４号 「議」、 」、 」、 」、

案第２５号 「議案第２６号」は原案のとおり 「決定」しました。」、 、

々 以上で予算特別委員会委員長の報告を終わります。

々 次に、産建町民常任委員会委員長から「陳情審査結果報告書」が提出されておりま

すので、委員長から報告していただきます。産建町民常任委員会委員長の報告をお願

いします。１番高良産建町民常任委員長。

１番 平成２８年３月１０日。

高良産建 川本町議会議長 植田昌平 殿。

町民常任 産建町民常任委員会 委員長 高良敏幸。

委員長 陳情審査結果報告書。
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１番 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので会議規則第９

高良産建 ３条第１項の規定により報告します。

町民常任 記。

委員長 １、受理番号、陳情第１号、件名、ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める陳

情。

付託年月日、平成２８年３月４日。

審査年月日、平成２８年３月８日。

審査の結果、不採択とすべきもの。

議 長 以上で、産建町民常任委員会委員長の報告を終わります。

々 それでは 「陳情第１号」に対する質疑を行います。、

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「陳情第１号、ＴＰＰ協定を国会で批准しないことを求める陳情」に対する委員長報

告は 「不採択とすべきもの」であります。、

この委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「多数」であります。

々 よって 「陳情第１号」は委員長の報告のとおり「不採択」とすることに「決定」、

しました。

々 それでは、日程第２ 「議案第１０号、川本町行政不服審査法施行条例の制定につ、

いて」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１０号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。
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議 長 挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第１０号」は原案のとおり 「決定」しました。、 、

々 次に、日程第３ 「議案第１１号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に、

関する条例の制定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１１号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１１号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第４ 「議案第１２号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を、

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」の件を議題

と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１２号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１２号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第５ 「議案第１３号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、

の制定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。ありませんね。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。



- 5 -

議 長 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１３号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

よって「議案第１３号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第６ 「議案第１４号、木路原地区定住促進住宅の設置及び管理に関す、

る条例の制定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１４号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１４号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第７ 「議案１５号、川本町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関、

する条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案１５号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１５号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第８ 「議案第１６号、川本町企業立地支援緊急貸付条例の一部を改正、

する条例の制定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。
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議 長 （ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１６号」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１６号」は原案のとおり 「決定」しました。、

、 、「 、 （ ）」々 次に 日程第９ 議案第１７号 平成２７年度川本町一般会計補正予算 第５号

の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１７号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１７号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１０ 「議案第１８号、平成２７年度川本町国民健康保険事業特別会、

計補正予算（第４号 」の件を議題と致します。）

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１８号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１８号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１１ 「議案第１９号、平成２７年度川本町後期高齢者医療特別会計、
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議 長 補正予算（第３号 」の件を議題と致します。）

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第１９号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第１９号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１２ 「議案第２０号、平成２７年度川本町簡易水道事業特別会計補、

正予算（第４号 」の件を議題と致します。）

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第２０号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第２０号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１３ 「議案第２７号、川本町過疎地域自立促進計画の一部変更につ、

いて」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第２７号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。
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議 長 よって「議案第２７号」は原案のとおり 「決定」しました。、

、 、「 、 」々 次に 日程第１４ 議案第２８号 川本町過疎地域自立促進計画の策定について

の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第２８号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第２８号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１５ 「議案第２９号、辺地に係る総合整備計画の変更について」の、

件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第２９号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第２９号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１６ 「議案第３０号、川本町集落集会所の指定管理者の指定につい、

て」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、
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議 長 「議案第３０号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第３０号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１７ 「議案第３１号、三谷地区農産物処理加工施設の指定管理者の、

指定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第３１号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって「議案第３１号」は原案のとおり 「決定」しました。、

々 次に、日程第１８ 「議案第３２号、三谷生活改善センターの指定管理者の指定に、

ついて」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第３２号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３２号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第１９ 「議案第３３号、川本町穀類乾燥調製施設の指定管理者の指定、

について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。
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議 長 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第３３号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３３号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第２０ 「議案第３４号、川本町久座仁老人福祉センターの指定管理者、

の指定について」の件を議第と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第３４号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３４号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第２１ 「議案第３５号、川本町高齢者コミュニテｲセンターの指定管理、

者の指定について」の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

々 「議案第３５号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３５号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

、 、「 、 」々 次に 日程第２２ 議案第３６号 川本公園管理棟の指定管理者の指定について

の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。
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議 長 （ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第３６号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３６号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第２３ 「議案第３７号、川本町集会所の指定管理者の指定について」、

の件を議題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第３７号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３７号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第２４ 「議案第３８号、工事請負変更契約の締結について」の件を議、

題と致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第３８号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３８号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 次に、日程第２５ 「議案第３９号、工事請負変更契約の締結について」の件を議、

題と致します。
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議 長 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第３９号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第３９号」は原案のとおり 「決定」されました。、 、

々 お諮りします。

この際、日程第２６ 「議案第４２号」から、日程第３０ 「議案第４６号」まで、 、

を一括議題にしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。

よって、そのように「決定」しました。

々 それでは、執行部より、日程第２６ 「議案第４２号」から、日程第３０ 「議案、 、

第４６号」について提案理由の説明を求めます。

番外三宅町長。

番外 「議案第４２号、川本町農業委員会農業委員の選任について 。」

三宅町長 下記の者を、川本町農業委員会農業委員に選任する事について、農業委員会等に関

、 、 。する法律 昭和２６年法律第８８号第８条第１項の規定により 議会の同意を求める

住所、島根県邑智郡川本町大字川下２１３３番地。

氏名、山 本 勉。
やまもとつとむ

生年月日、昭和１６年３月２３日生まれ。

平成２８年３月１０日提出。川本町長 三 宅 実。

々 「議案第４３号、川本町農業委員会農業委員の選任について 。」

下記の者を、川本町農業委員会農業委員に選任する事について、農業委員会等に関

、 、 。する法律 昭和２６年法律第８８号第８条第１項の規定により 議会の同意を求める

住所、島根県邑智郡川本町大字馬野原９６番地。

氏名、原 田 博 文。
は ら だ ひ ろ ふ み

生年月日、昭和２５年９月２０日生まれ。

平成２８年３月１０日提出。川本町長 三 宅 実。

々 「議案第４４号、川本町農業委員会農業委員の選任について 。」

下記の者を、川本町農業委員会農業委員に選任する事について、農業委員会等に関

、 、 。する法律 昭和２６年法律第８８号第８条第１項の規定により 議会の同意を求める
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番外 住所、島根県邑智郡川本町大字川本１７１１番地。

三宅町長 氏名、福 谷 善 彦。
ふ く た に よ し ひ こ

生年月日、昭和２９年１１月１９日生まれ。

平成２８年３月１０日提出。川本町長 三 宅 実。

々 「議案第４５号、川本町農業委員会農業委員の選任について 。」

下記の者を、川本町農業委員会農業委員に選任する事について、農業委員会等に関

、 、 。する法律 昭和２６年法律第８８号第８条第１項の規定により 議会の同意を求める

住所、島根県邑智郡川本町大字南佐木３３６番地。

氏名、戸 田 昭。
と だ あ き ら

生年月日、昭和３０年１０月８日生まれ。

平成２８年３月１０日提出。川本町長 三 宅 実。

々 「議案第４６号、川本町農業委員会農業委員の選任について 。」

下記の者を、川本町農業委員会農業委員に選任する事について、農業委員会等に関

、 、 。する法律 昭和２６年法律第８８号第８条第１項の規定により 議会の同意を求める

住所、島根県邑智郡川本町大字川本８５４番地。

氏名、大 迫 清 惠。
お お さ こ き よ え

生年月日、昭和３０年９月２日生まれ。

平成２８年３月１０日提出。川本町長 三 宅 実。

よろしくお願いします。

番外森川 議長、番外。

総務財政

課長

議 長 番外森川総務財政課長。

番外森川 ただいま、ご提案をさせていただきました「議案第４２号」の議案でございますけ

総務財政 れども、氏名、山 本 勉氏の生年月日、昭和１６年３月２３日と議案の方は書いて

、 。 、 、課長 おりますけれども たいへん申し訳ございません 間違いがございまして 生年月日

昭和１６年３月１９日の記載間違いでございました。訂正をさせていただければと思

います。お詫びして訂正をしたいと思います。

議 長 これより 「議案第４２号、川本町農業委員会農業委員の選任について」の質疑を、

行います。

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「
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議 長 討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第４２号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第４２号」は原案のとおり 「同意」されました。、 、

々 次に 「議案第４３号、川本町農業委員会農業委員の選任について」の質疑を行い、

ます。

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第４３号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第４３号」は原案のとおり 「同意」されました。、 、

々 次に 「議案第４４号、川本町農業委員会農業委員の選任について」の質疑を行い、

ます。

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第４４号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。
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議 長 よって 「議案第４４号」は原案のとおり 「同意」されました。、 、

々 ここで、４番飯田議員に議場からの退席をお願い致します。

（４番飯田議員、議席より、議場退席）

々 それでは 「議案第４５号、川本町農業委員会農業委員の選任について」の質疑を、

行います。

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第４５号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第４５号」は原案のとおり 「同意」されました。、 、

々 ここで、４番飯田議員に議場への入場をお願い致します。

（４番飯田議員、議場入場、議席に着席）

々 次に 「議案第４６号、川本町農業委員会農業委員の選任について」の質疑を行い、

ます。

質疑はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は 「挙手」により行います。、

「議案第４６号」に賛成の皆さんの挙手を求めます。

挙手「全員」であります。

々 よって 「議案第４６号」は原案のとおり 「同意」されました。、 、
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議 長 それでは、日程第３１ 「発議第１号、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等、

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題と致します。

提出者から提案理由の説明を求めます。５番大畑議員。

５番 「発議第１号、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

大畑議員 する条例の制定について 。」

上記の議案を、地方自治法第１１２条及び川本町議会会議規則第１３条の規定によ

り別紙のとおり提出します。

平成２８年３月１０日提出。

提出者、川本町議会議員 大 畑 茂 久。賛成者、川本町議会議員 青 木 和 昭。

賛成者、川本町議会議員 飯 田 武 則。賛成者、川本町議会議員 高 良 敏 幸。

次ページを、次のページをお開き下さい。

川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和５４年川本町条例第

２号）の一部を次のように改正するものでございます。

附則に次の２項を加えるものであります。

８として、平成２８年４月２５日から平成２９年３月３１日までの間における議会

の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第２条の規定

にかかわらず、別表第１に規定する報酬月額からその１０パーセントに当たる額を減

じて得た額とする。

９として、平成２８年４月２５日から平成２９年３月３１日までの間における期末

手当の基礎額は、第６条第２項の規定にかかわらず報酬月額とする。

附則として、この条例は、公布の日から施行する。

提案理由と致しまして、平成１６年から議員報酬の削減を継続をしております。特

に平成２５年３月には、郡内他町に比べ子育て支援において見劣りする部分があり、

その解消のために議会として削減した財源を充当し、他町並みの支援の実現を求め、

保育料の第２子以降の無料化と子ども医療費の助成が実現致しました。その事がここ

２、３年の定住人口の確保に成果をもたらしている事は間違いありません。その時と

比べ、川本町の財政状況が好転しているとは言えません。むしろ平成２７年度におけ

る庁舎移転や防災行政無線の整備、ふるさと会館の改修などの影響で悪化しておりま

す。今定例会に示された平成２８年度予算を見ても当面、やらなくてはならない事業

が財源不足の為、見送られております。こうした中で、今後、川本町第５次総合計画

に基づく事業や、地方創生を着実に実施していく為には、財源の確保は喫緊の課題で

あります。よって、ここに議員報酬削減の継続議案を提出するものであります。以上

です。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

２番石川議員。

２番 発議第１号、提出者、賛成者の議員の方々と私は川本町を思う心、川本町の財政を
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石川議員 心配する気持ちは同じであると、今、提出者の発言を聞きながら推察を致しました。

その上での事でございますけれども、この発議は新しい議員さんの報酬をカットする

内容であるというふうに認識をさせていただきました。私は新しい議員さんは、議員

さんの報酬カットを現議員で決定するのは明らかに間違っておるというふうに思いま

す。４月２５日以降に新議員さんによって、それが必要と思われるならば、議員懇談

会等を先ず開いて丁寧に話し合い、その上で臨時会又は６月定例会でそう思われた議

員さんは発議を出していくのが筋だと考えておりますので、私は反対を致します。そ

の時に仮にですね、そうなった場合に４月実施との当然、差額が生まれてくる訳でご

ざいますが、それは計算をして報酬を１０パーセントだと思う議員さんは１１．１に

なれば１１．１に、そのカット率を上げればそれで済む話しです。とにかく今、私た

ちはそれを決める権利は無いと思います。新しい議員さんによって話し合われて、そ

れで出される事、これが筋と考えますので、私は反対を致します。以上です。

議 長 質問ではなく、反対討論に近かったんですけれども、ですから答弁いりませんね。

（ はい、いりません」の声あり）「

はい、他、質疑ありませんか。

（ ありません」の声あり）「

質疑を終結致します。

々 これより討論を行います。討論はありませんか。

ありませんね。

（ ありません」の声あり）「

討論なしと認めます。討論を終結致します。

々 これより「採決」に入ります。

この採決は「挙手」により行います。

々 「発議第１号、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」に賛成の皆さんの「挙手」を求めます。

々 挙手 「多数」であります。、

々 よって 「発議第１号」は、原案のとおり「決定」しました。、

、「 」 。々 日程第３２ 閉会中の継続審査・調査の申し出について の件を議題と致します

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、お手元に配布しておりますと

おり、会議規則第７４条の規定により、閉会中の継続審査・調査の申し出があります

ので、この申し出のとおり審査・調査が終了するまで閉会中の継続審査とする事に、

ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よってそのように「決定」しました。
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議 長 日程第３３ 「議員派遣の件について」の件を議題と致します。、

お手元に配付しておりますとおり、議員派遣することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

異議なしと認めます。よってそのように「決定」しました。

々 日程第３４ 「町長あいさつ」を行います。番外三宅町長。、

番外 ３月４日に開会致しました平成２８年第１回川本町議会定例会の閉会にあたりまし

三宅町長 て一言ご挨拶を申し上げます。今定例会におきましては平成２８年度一般会計等、予

算案件１０件、条例案件７件、人事案件７件、その他案件１３件等、３７議案につき

まして、それぞれ慎重にご審議を賜り全て原案どおり議決を賜り心より感謝申し上げ

る次第でございます。議員の皆様には、この４年間、町政に対しまして一方ならぬご

指導ご支援を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。今日まで議員の皆様からお寄せい

ただきました数々のご意見、ご助言を念頭におきながら安全安心で活力のある町づく

りに努めて参りますので、引き続きご指導とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し

上げます。次期に於かれましても議員の皆様全員の豊富な知識と卓越した手腕を引き

続き町政に賜る事が出来れば、この上ない幸せと存じております。皆様揃ってご当選

の栄誉を勝ち取られる事を心から期待申し上げます。

先週に比べますと、グッと気温も上がり暖かい日が続くようになって参りました。

一日に島根中央高校の卒業式があり、続いてこれから中学校、小学校の卒業式が行わ

れます。益々、多忙な毎日かと存じますが、健康には十分ご留意いただき、ご活躍を

ご祈念申し上げる次第でございます。

今定例会においては、島根中央高校の生徒の皆さん始め、多くの皆様に傍聴にお越

しいただきました。今後も多くの皆様に町政及び議会をご理解いただく為、傍聴いた

だく事を願っております。

閉会にあたり以上を申し上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。

議 長 以上で 「町長あいさつ」を終わります。、

々 以上をもって、本日の議事日程は全て終了しました。

々 これをもって、平２８年第１回川本町議会定例会を閉会致します。

お疲れ様でした。

（ ）午後 ３時４８分
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